
 

 

 

 

 

 

 

 

保安監査の結果等による改善指示に対する改善措置（報告） 

 

標記について、令和６年１０月３０日付国鉄技第９５号「保安監査の結果等による改

善指示について」を受け、講ずべき措置（１）から（３）をご報告いたします。 

なお（４）については令和７年３月３１日までにご報告いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 
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保安監査の結果等による改善指示に対する改善措置 

 

改善指示に対する改善措置については、以下の通りです。 

 

 

(1) 規程類の整備 

【これまでの状況】 

京王重機整備（株）と取り交わしていた輪軸組み立て作業に関する手順書（整備要綱）

において圧入力に関する目安値や目安値を逸脱した場合の取り扱いを記載しておりまし

たが、同社のマニュアル類に反映されているか確認出来ていませんでした。 

 

【改善措置の内容】 

① 暫定対策 

・ 整備要綱を点検し、「鉄道車両の輪軸の安全性に関する報告書」を踏まえた改定を実施

したほか、京王重機整備（株）の輪軸組み立て作業に関するマニュアル類に目安値を逸

脱した場合の取り扱いを反映いたしました。また軸毎の圧入力目安値一覧表を作成し、

プレス機に掲出の上で参照することを基本動作といたしました。 

② 恒久対策 

・ マニュアル類について業務委託契約に基づく業務監査等の機会において定期的に確認

してまいります。 

 

 

(2) 教育体制の改善 

【これまでの状況】 

全般・重要部検査の委託先である京王重機整備（株）にて作業の大部分を担う若葉台整

備事業所については、業務委託契約に基づき、教育及び訓練の計画・実績を管理しており

ましたが、輪軸組み立て作業の委託先である北野事業所については同様の管理ができて

おりませんでした。 

１．規程類の整備 

委託先の規程類ひいては実作業にそれらが反映されるよう、適切に管理できる体制に改善

すること。 

２．教育体制の改善 

委託先の圧入作業に関する教育及び訓練の管理ができるよう改善すること。 

令和 7年 1月 31日 

京王電鉄株式会社 

改善指示内容 

改善指示内容 



【改善措置の内容】 

① 暫定対策 

・ １１月２６日に京王重機整備（株）本社が主催する JISに関する教育に立ち合い、実施

状況を確認いたしました。 

・ 京王重機整備（株）北野事業所との意見交換や同業他社等への視察等の機会を設け、輪

軸組み立て作業に関する知見を深めました。 

（北野事業所（9/30,10/10,10/23）、同業他社への視察・意見交換（11/13）） 

②   恒久対策 

・ 京王重機整備（株）北野事業所についても教育及び訓練に関する年間計画、実績を提出

することといたしました。京王重機整備（株）に対して業務委託契約に基づく業務監査

等の機会を通じ、整備要綱に基づく定期的な教育実施を求めてまいります。 

 

 

(3) 作業記録の書き換えの防止 

【これまでの状況】 

輪軸組み立て作業については、圧入力値が転記された検査成績表のみ受領しており長

年踏襲されてきた実測値からの書き換えを認識できませんでした。また全般・重要部検査

の委託先である京王重機整備（株）にて作業の大部分を担う若葉台整備事業所に対しては、

業務監査を定期的に実施しておりましたが、北野事業所は対象外となっておりました。 

 

【改善措置の内容】 

① 暫定対策 

・ ９月３０日付の車両管理所長の通知により、京王重機整備（株）北野事業所に検査成    

績表と圧入チャートの原本をセットで提出することを義務付けました。 

・ 提出された検査成績表・圧入チャートについては車両管理所長が双方の整合性、圧入 

力値が目安値内に入っていることを確認の上、承認、保管するよう改めました。 

・ １０月２日に京王重機整備（株）北野事業所に対する緊急監査を実施いたしました。 

作業再開に向けた対策の実施状況（作業視察、帳票類の管理状況等）を確認し、問題 

なく実施されていることを確認いたしました。 

３．作業記録の書き換えの防止 

・委託先との協議のもと、作業記録の書き換えが容易に行われない仕組みを確立するとと

もに、貴社において必要な確認を行うこと。 

・委託先における内部監査等の仕組みを検証し、不適切な取扱いが見過ごされない体制を

整備すること。 

改善指示内容 



・ １月２２日に京王重機整備（株）本社による北野事業所の内部監査に立ち合い、監査 

実施状況を確認いたしました。 

② 恒久対策 

・ 京王重機整備（株）北野事業所に対し、業務委託契約に基づき定期的に業務監査を実 

施いたします。 

・ 検査記録の確認状況や保管状況を重点的に監査するほか、目安値外の対応状況記録を 

確認するなど、京王重機整備（株）における品質管理の仕組みを検証してまいります。 

 

以上 


